
 

 

◇役場庁舎 

日 　時 ： 毎週水曜日　　　 　　　 午後 5 時 15 分～午後 7 時 30 分 

         13 日（土）・14 日（日）　午前 8 時 30 分～正午（予約制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカードには、カードの有効期限（発行から５回目または１０回目の 

誕生日）と、電子証明書の有効期限（発行から５回目の誕生日）があります。 

有効期限のおよそ３か月前に手紙が届くので、その後に手続きをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

青柳郵便局・鰍沢郵便局・平林郵便局・穂積郵便局・増穂小林郵便局 

 日 　時 ： 平日（祝日を除く）　午前 9 時～午後 5 時 

持ち物 ： 本人確認書類 

個人番号カード交付申請書(お持ちの方のみ） 

お問い合わせ 

　マイナンバーカードの申請やその受取に関すること 　　　町民生活課　戸籍担当　TEL 22-7208 
 

予約不要

【郵便局での申請サポート】＊申請のみ

マイナンバーカードの有効期限を確認しましょう。

カードの有効期限 
新しいカードを作るのには申請の 
手続き(写真撮影含む)が必要です。 
 
自分で申請または役場・郵便局で 
申請サポートを利用してください。

電子証明書の有効期限 
保険証などの機能を使うためには

更新の手続きが必要です。 
役場で手続きをしてください。

【12 月の夜間・休日窓口】＊申請・受取・更新

＊マイナンバーカードの申請が 2 枚目以降の方も対象となります


